
（２）一般行政職の級別職員数の状況
（令和６年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数（人）構成比（％）
６級 課 長 14 11.7
５級 課 長 補 佐 10 8.3
４級 主 幹 23 19.2
３級 主査・技術主査 38 31.7
２級 主任主事・主任技師 19 15.8
１級 主 事 ・ 技 師 16 13.3

合　計 120 100
※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※�端数処理のため、構成比の合計が１００％にならない場合
があります。

町の人事給与などの公表
　「新宮町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、運営状況を公表します。町職員の
給与、勤務条件など透明性を高め、公平性を確保するため、住民のみなさんにお知らせするものです。

問い合わせ先　役場総務課　☎９６３－１７３０（直）

（単位：人）
区　　分 職員数 対前年増減数部　　門 令和５年 令和６年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議 会 2 2 0
総 務 38 39 1
税 務 12 12 0
労 働 0 0 0
農林水産 4 4 0
商 工 3 3 0
土 木 11 11 0
民 生 23 25 2
衛 生 13 14 1
小 計 106 110 4

教 育 部 門 34 34 0
小 計 140 144 4

公
営
企
業
等会計
部
門

水 道 7 8 1
交 通 7 7 0
下 水 道 6 6 0
そ の 他 9 9 0
小 計 29 30 1

総　合　計 169 174 5

（１）部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

職員数および任免に関する状況１（３）年齢別職員構成（令和６年４月１日現在）
（単位：人）

区　分 職員数 区　分 職員数

１８～２３歳 ７ ４０～４３歳 ２０

２４～２７歳 １６ ４４～４７歳 ２０

２８～３１歳 １７ ４８～５１歳 ２１

３２～３５歳 ２２ ５２～５５歳 ２１

３６～３９歳 １７ ５６～５９歳 １３

合　計　１７４人

（４）職員の任免（令和６年度）

（単位：人）
区　分 町長部局 教育委員会部局 合計

定 年 退 職 ０ ０ ０

依 願 退 職 ４ ２ ６

そ の 他 ０ ０ ０

合　計 ４ ２ ６

③職員の退職状況（令和５年度中）

（単位：人）
職　種 男性 女性 合計

一 般 行 政 職 １ ３ ４

保 健 師 ０ ３ ３

合　計 １ ６ ７

①職員の採用状況 （令和６年４月１日実績）

※他団体から派遣を受けた職員の着任や帰任は含みません。

（単位：人）
職　種 男性 女性 合計

一 般 行 政 職 ３ １ ４

看 護 師 ０ １ １

合　計 ３ ２ ５

②再任用の状況 （令和６年４月１日実績）

町ホームページにも
掲載しています。
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職員の休暇等の取得状況２

　該当者はいませんでした。
（３）介護休暇の取得状況（令和５年度）

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般
行政職 ３０万５,５００円 ４０万３,１００円 ４０.５歳

※給与とは、職員手当を含んだものをいいます。

（３）�職員の平均給料月額、平均給与月額および
　　 平均年齢の状況 （令和６年４月１日現在）

区　分 新宮町 国

一般
行政職

大学卒 １９万６,２００円 １９万６,２００円

高校卒 １７万９００円 １６万６,６００円

（４）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

職員数（Ａ） １４０人

給与費

給 料 ５億１,５１７万１千円

職 員 手 当 １億３,２５７万円

期末・勤勉手当 ２億２,２４７万６千円

計（Ｂ） ８億７,０２２万１千円

１人当たりの給与費（Ｂ／Ａ） ６２１万６千円
※職員手当に退職手当は含みません。
※職員数は令和５年４月１日現在の人数です。

（２）職員給与費の状況（令和５年度 普通会計決算）

新 宮 町 ９６.３

福 岡 県 １００.７
※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００と
した場合の、地方公務員の給与水準を示す指数です。

区　　分 給料月額など

給　与
町長 ８３万２,０００円

副町長 ６７万３,０００円

報　酬

議長 ３４万６,０００円

副議長 ２８万３,０００円

議員 ２６万４,０００円

期末手当 町長・副町長 ３.４０月分

議長・副議長・議員 ３.４０月分
令和５年度
支 給 割 合

� （単位：人）
育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

うち両休業
取得者数

男性職員 ２ ０ ０
１ ０ ０

女性職員 ８ ２ ０
０ ０ ０

合　計 １０ ２ ０
１ ０ ０

（２）育児休業・部分休業の取得状況
� （令和５年度）

　育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を
促進し、職員の福祉を増進するとともに、行政の円滑
な運営に資することを目的として設けた制度です。
　部分休業は、育児休業をとっていない期間におい
て、子どもを託児などしながら養育しつつ勤務する
ための制度です。

住民基本台帳人口（令和５年度末） ３万３,０２６人 
歳出額（Ａ） １７６億６０５万６千円
実質収支 ４億３,１００万３千円
人件費（Ｂ） １６億５,７９６万２千円
人件費率（Ｂ／Ａ） ９.４％
参考：令和４年度の人件費比率　９.４％

（１）人件費の状況（令和５年度 普通会計決算）

職員の給与の状況３

（注）�「育児休業取得者数」「部分休業取得者数」「う
ち両休業取得者数」の欄の上段には、令和５年
度に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、
下段には育児休業（部分休業）の期間が令和４
年度から令和５年度にかけて引き続いている
者の数を記入しています。

（６）特別職の報酬などの状況（令和６年４月１日現在）

（５）ラスパイレス指数の状況（令和５年４月１日現在）

　令和５年度の職員の給与の状況は次のとおりです。

区　　分 １年間の平均取得日数
一 般 職 員 １３.４日

（１）年次有給休暇の取得状況
� （令和５年１月１日～令和５年１２月３１日）

　１年（暦年）あたり２０日間の年次有給休暇が与え
られます。残日数がある場合は２０日を限度として
翌年に繰り越すことができます。
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町の人事給与などの公表

支給対象地域 支給率 支給対象
職員数

国の地域手
当支給率

町内全域 6.0％ 174人 6.0％

③地域手当（令和６年４月１日現在）

令和４年度 普通会計決算
支給実績 ５，４１８万９千円
支給職員１人当たり平均支給年額 ４５万９千円

令和５年度 普通会計決算
支給実績 ５，００１万８千円
支給職員１人当たり平均支給年額 ４３万１千円

④時間外勤務手当の支給実績

新宮町 国
自己都合
（月分）

勧奨・定年
（月分）

自己都合
（月分）

勧奨・定年
（月分）

勤続
２０年 19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

勤続
２５年 28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

勤続
３５年 39.7575 47.709 39.7575 47.709

最高
限度額 47.709 47.709 47.709 47.709

②退職手当（令和６年４月１日現在）

その他の加算措置　なし

新宮町 国
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.45月分 2.05月分 2.45月分 2.05月分
加算措置の状況
職制上の段階、職務の級等による加算措置

①期末手当・勤勉手当（令和５年度）

（７）職員手当の状況

手当の
種類

主な支給
対象業務

主な支給
対象職員

左記職員に対する
支給単価

感染症
処理手当

患者の看護
および防疫
業務

左の業務に従
事する職員

１回につき
� ３００円

行旅病人
および死
亡人取扱
手当

行旅病人世
話・搬送、
死亡人取扱
業務

左の業務に従
事する職員

行旅病人世話・
搬送
� １回５００円
死亡人取扱時
�１件１,０００円

動物死体
処理手当

動物死体処
理業務

左の業務に従
事する職員

１回につき
� ５００円

⑤特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

手
当
名

内容および支給単価
（令和６年４月１日現在）

国の制度
との異同

扶
養
手
当（
支
給
月
額
）

【配偶者】６,５００円
【子ども】
①�１人につき１万円
②�満１６歳年度初めから満２２歳年
度末までの間にある子１人につ
き、５,０００円を加算

【他の扶養親族】
１人につき６,５００円

同じ

住
居

手
当

借家住居は最高
２万８,０００円／月 同じ

通
勤

手
当

通勤距離２㎞以上が
対象で通勤距離に応じて支給 同じ

管
理
職
手
当

（
支
給
額
）

課　　長　５万８,０００円
課長補佐　４万５,０００円

⑥その他の手当

　懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務などに反し
た場合に道義的責任を問うことにより、公務における
規律と秩序を維持することを目的とする処分です。そ
の種類として「免職」「停職」「減給」「戒告」があります。

（単位：人）
処分事由 免職 停職 減給 戒告 合計

法令に違反した場合 ０ ０ ０ ０ ０
職務上の義務に違反し、
または職務を怠った場合 ０ ０ ０ ０ ０

全体の奉仕者としてふさわ
しくない非行があった場合 ０ ０ ０ ０ ０

合　計 ０ ０ ０ ０ ０
※平成１９年に「新宮町職員の懲戒処分の基準に関する規程」
を定め、職員の規律向上および秩序の維持を図っています。

（２）懲戒処分の状況（令和５年度）

　分限処分は、公務能率を維持することを目的とし
て、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど、一
定の事由がある場合に、職員の意に反し身分上の不
利益な処分を行うものです。その種類として「免職」
「降任」「休職」があります。

（単位：人）
処分事由 免職 降任 休職 合計

勤務実績が良くない場合 ０ ０ ０ ０
心身の故障の場合 ０ ０ ８ ８
職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０ ０

合　計 ０ ０ ８ ８

（１）分限処分の状況（令和５年度）

職員の分限および懲戒処分の状況４
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